
1 

 

共創促進プログラム企画運営業務 

企画提案募集要領 

 

（趣旨） 

第１ この要領は、宮城県が共創促進プログラム企画運営業務を委託するに当たり、公募型プロ

ポーザル方式により、優れた提案及び能力を有し、最も的確と判断される事業者を選定するた

めに必要な事項を定めるものである。 

 

（委託業務の名称） 

第２ 「共創促進プログラム企画運営業務」とする。 

 

（目的） 

第３ 本業務は、県内ものづくり企業とスタートアップの共創事例創出を支援することにより、

県内ものづくり企業の成長および新たな価値の創出を図るとともに、革新的な技術を有するス

タートアップの成長と地域での事業定着を目指すものである。 

 

（契約期間） 

第４ 契約締結の日から令和９年３月１９日（金）までとする。 

 

（業務の内容等） 

第５ 別添「共創促進プログラム企画運営業務企画提案仕様書（案）」のとおり。なお、本業務の

実施に関して、業務委託候補者の企画提案の内容をそのまま実施することを約束するものでは

なく、県と業務委託候補者との協議の上決定する。また、契約締結後にあっても、県の指示に

より内容変更を求めることがあるため、その場合は逐次協議の上、柔軟かつ迅速に対応するこ

と。 

 

（事業費（委託上限額）） 

第６ 金１８，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む）とする。なお、この金額は契約

金額の限度額を示すものであり、県がこの金額で契約することを確約するものではない。 

 

（応募資格） 

第７ 本業務に応募することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

⑴ 本業務を適切かつ円滑に履行するに足る能力を有する者であること。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札の参加者の

資格）の規定に該当する者でないこと。 

⑶ この業務の募集開始時から企画提案書提出までの間に宮城県の「物品調達等に係る競争入

札の参加資格制限要領（令和２年４月１日施行）」に掲げる資格制限の要件に該当する者でな

いこと。 
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⑷ 国税及び地方税を滞納していない者であること。 

⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立てがなされてい

ないこと（会社更生法に基づく更生計画認可の決定を受けている者を除く。）。 

⑹ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされてい

ないこと（会社更生法に基づく更生計画認可の決定を受けている者を除く。）。 

⑺ 宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行）の別表各号に規定する措

置要件に該当する者でないこと。 

⑻ 政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定するもの）に該当

しない者。 

⑼ 宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条の規定によるもの）に該当し

ない者。 

 

（企画提案に関する審査・候補者選定） 

第８ 審査・候補者選定に関するスケジュール等は以下のとおりとする。 

⑴ 全体スケジュール（予定を含む） 

令和 8 年 3 月 18 日（水） 企画提案募集開始 

令和 8 年 3 月 25 日（水）正午 本業務に関する質問受付期限 

令和 8 年 3 月 31 日（火） 本業務に関する質問への回答期限 

令和 8 年 4 月 6 日（月）午後５時 企画提案参加申込書提出期限 

令和 8 年 4 月 13 日（月）午後５時 企画提案書提出期限 

提出期限後、速やかに実施 企画提案書の書面審査、結果通知（応募者が多数の場合） 

令和 8 年 4 月 23 日（木）※予定 審査会（対面でのプレゼンテーションを予定） 

令和 8 年 4 月下旬 企画提案書審査結果の通知 

⑵ 本業務に関する質問受付及び回答 

受付期限 令和 8 年 3 月 25 日（水）まで（正午必着） 

提出書類 様式第４号 

提出方法 ・第１７の「応募・問合せ窓口」に電子メールで提出すること。 

・メール件名を「共創促進プログラム企画提案に係る質問書」とすること。 

・電話や口頭、受付期間以外の質問は一切受け付けない。 

回答方法 質問に対する回答は、令和 8 年 3 月 31 日（火）までに宮城県経済商工観

光部新産業振興課のホームページに掲載する。ただし、質問又は回答の内

容が質問者の具体的な提案事項に密接に関わるものについては、質問者に

対してのみ回答する。また、質問内容によっては回答しない場合がある。 
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⑶ 企画提案参加申込書の提出 

提出期限 令和 8 年 4 月 6 日（月）まで（午後５時必着） 

提出書類 様式第１号 

提出方法 第１７の「応募・問合せ窓口」に電子メールで提出すること。 

留意事項 参加申込書の提出がなかった者からの企画提案書等の提出は受け付けな

い。 

⑷ 企画提案書の提出 

イ 提出方法 

提出期限 令和 8 年 4 月 13 日（月）まで（午後５時必着） 

提出方法 電子申請システム（LoGo フォーム）により提出すること。 

提出先 https://logoform.jp/form/GQGB/1411538 

「【宮城県】共創促進プログラム企画運営業務_企画提案募集_経済商工観

光部新産業振興課」 

ロ 提出書類 

企画提案提出書 様式第２号 

企画提案資格要件に係る宣誓書 様式第３号 

（プレゼンテーション審査時に原本を提出） 

企画提案書 任意様式 

過去の類似事業実績を証する書類 企画提案書中に記載がある場合のみ提出 

（契約書（仕様書含む）等） 

貸借対照表及び損益計算書（★） 確定済みの直近のもの１事業年度分 

登記事項証明書（★） ・現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書 

・提出日から遡って３か月以内に発行されたもの 

宮城県の納税証明書（★） ・宮城県内に本店・支店等を有する場合 

・提出日から遡って３か月以内に発行されたもの 

消費税及び地方消費税の納税証明

書（★） 

・提出日から遡って３か月以内に発行されたもの 

 ※★については、令和 8 年 4 月１日時点における宮城県入札参加資格承認者名簿に登録が

無い場合のみの提出とする。提出は複写したもので差し支えない。 

ハ 企画提案書の体裁・構成 

（イ）体裁 

Ⅰ A4 版横。表紙と目次を除き日本語で 25 ページ以内。PDF 形式とする。 

Ⅱ ページ番号は表紙と目次を除き通し番号とし、ページ下部中央に印字すること。 

Ⅲ 提案数は１者につき１案とする。 

（ロ）構成（掲載順は問わないものとする） 

Ⅰ 業務全体に係るスケジュール 

Ⅱ 宮城県のオープンイノベーション・共創事例創出における想定課題 

https://logoform.jp/form/GQGB/1411538
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Ⅲ プログラム説明会・オープンイノベーションセミナーの実施内容 

開催スケジュール、テーマ設定、構成・実施形態（セミナー、ワークショップ、ピ

ッチなど）、登壇者、登壇者選定理由、広報・集客の手法・使用するツール、アンケ

ート概要等を記載すること。 

Ⅳ 県内企業・共創を行うスタートアップの募集・選定方法 

実施スケジュール、具体的な募集・選定方法（使用するツール含む）、県内企業に

対する課題やニーズ抽出のプロセス等を記載すること。 

Ⅴ 伴走支援の実施内容 

具体的な支援内容、想定されるスケジュール、担当者に関する情報（想定でも可）

等を記載すること。 

Ⅵ 成果発表会の開催内容 

開催スケジュール、テーマ設定、構成・実施形態（セミナー、ワークショップ、ピ

ッチなど）、登壇者、登壇者選定理由、広報・集客の手法・使用するツール、アンケ

ート概要等を記載すること。 

Ⅶ 会社概要 

Ⅷ 本業務の実施体制（責任者・管理者、担当者、業務分担、従事人数、連絡体制等） 

Ⅸ （該当がある場合）過去に実施した類似事業の実績及びその成果 

実施概要、具体的成果（共創事例、マッチングの結果等）、（集客を要するイベン

トの場合）集客数等を記載すること。 

Ⅹ 概算見積書 

ⅰ 本業務の実施に要する経費を全て計上し、その内訳（項目、数量、単価、金

額、税等）を明らかにした概算見積書（任意様式）を作成すること。 

ⅱ 本業務に係る費用の総額は、第６に定める委託上限額を超えないこと。 

ⅲ 概算見積書は企画提案を審査する際の参考にするものであり、契約締結の際

は再度見積書の提出を求める。 

 

（提出された資料の取扱等） 

第９ 本業務への応募に要する一切の費用は、参加者の負担とする。 

２ 提出された企画提案書については、提出後の訂正、差し替え、変更及び取消は認めない。ま

た、提出された企画提案書は返却しない。 

３ 企画提案書は、採点及び審査以外には無断で使用しない。 

４ 書類等の作成において使用する言語、通過及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び

計量法（平成４年法律第５１号）に限るものとする。 

５ 審査は提出された企画提案書により行うが、提案書受付後、提案内容について説明を求める

ことがある。 

６ 提出された企画提案書類は行政文書となるため、情報公開条例（平成１１年宮城県条例第１

０号）等による開示請求があった場合、個人情報や企業情報などの非開示部分を除き開示する

こととなるので留意すること。 
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（失格・取り下げ） 

第 10 次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

⑴ 提出された企画提案書等に記載されている文字の判読が困難である場合、又は文意が不明

である場合。 

⑵ 本募集要領に従っていない場合。 

⑶ 下記 11 に示す審査会に参加しなかった場合。 

⑷ 同一の団体等が、２つ以上の企画提案書を提出した場合。 

２ 取り下げについては、以下のとおりとする。 

⑴ 企画提案書の提出を取り下げる場合は、速やかに「取下願」（様式第５号）を提出すること。 

⑵ 企画提案書の再提出は認めない。 

⑶ 取下願の提出があった場合も、既に提出された企画提案書は返却しない。 

 

（業務委託候補者の選定） 

第 11 応募者多数の場合は原則としてプレゼンテーション審査に先立ち書面審査を行い、プレゼ

ンテーション審査の対象事業者を決定し、速やかに通知する。 

２ 業務委託候補者の選定方法については、県が設置する選定委員会において、第７に掲げた応

募資格及び別紙審査項目に基づき、プレゼンテーション及び提出書類により選定を行う。選定

に当たっては最高順位最多取得方式により、各委員の１位を最も多く取得した応募者１者を選

定し、第６で示した事業規模の範囲内で業務委託候補者として選定する。１位を同数取得した

応募者が複数いる場合には、各委員の点数を単純に合計し、その合計点が最も高い応募者を選

定する。 

３ 応募者が１者のみであった場合は、選考委員の評価点の平均が満点の６割以上となった場合

に、業務委託候補者として決定する。応募者が無い場合には、本選定手続きを中止し、業務内

容等について再検討のうえ、改めて募集を行うこととする。 

４ 企画提案書に虚偽の記載をした場合は、選考の結果、業務委託候補者と選定された場合であ

っても無効とする。 

５ 審査会については以下のとおりとする。 

実施日時 令和 8 年 4 月 23 日（木）（予定） 

※詳細は対象者に別途通知する。 

実施場所 宮城県庁内（予定） 

※詳細は対象者に別途通知する。 

実施方法 ・プレゼンテーションへの出席者は１者につき３名以内とする。 

・１者あたりの持ち時間は２５分以内（説明１５分以内、質疑応答１０分

以内）とし、県から指示した時間から順次、個別に行うものとする。 

・事前に提出した書類に基づいてプレゼンテーションを行うこと。プレゼ

ンテーションの会場には県で大型モニタ等を用意するので、パソコンを持

参して説明することも可とする。 

６ 審査会の結果は、プレゼンテーションへ出席した応募者全員に対して、審査終了後に書面に
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より個別に通知する。 

 

（委託契約） 

第 12 県は、選考委員会に置いて決定した業務委託候補者を優先候補者とし、別途、県が作成す

る業務委託仕様書に基づき、業務委託候補者から見積書を徴収し、予算額の範囲内において契

約を締結する。業務委託候補者が委託契約を辞退した場合等にあっては、企画提案の審査の評

価が上位の者から順に契約交渉を行うものとし、最終的に交渉が成立した業務委託候補者を受

注者とする。 

２ 契約時における仕様は、別紙仕様書の記載事項を基本とするが、委託候補者との協議の上、

加除修正することができるものとする。 

３ 業務委託料の支払い方法は、原則として業務完了後の一括払いとする。 

４ 委託候補者は、契約保証金として契約額の１００分の１０以上の額を契約締結前に納付しな

ければならない。ただし、財務規則第１１４条各号に該当する場合には、契約保証金の全部又

は一部を免除することがある。 

 

（業務成果の取扱い） 

第 13 受注者は、本業務による成果品の著作権を全て発注者に譲渡し、発注者が、本業務の成果

品を自ら使用するために必要な範囲において随時利用できるものとする。 

２ 受注者は、発注者の事前の承認がない限り、成果品に係る著作者人格権を行使しないものと

する。 

 

（機密の保持） 

第 14 受注者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に利用し、

又は第三者に提供してはならない。また、本業務に関して知り得た情報の漏えい、滅失及び毀

損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後もまた

同様とする。 

  

（個人情報の保護） 

第 15 受注者は、本業務を履行する上で個人情報を取扱う場合は、別紙「個人情報取扱特記事項」

を遵守しなければならない。 

 

（その他必要な事項） 

第 16 この契約は、電子契約を選択することができる。 
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（応募・問合せ窓口） 

第 17 応募および問合せ窓口は以下のとおりとする。 

宮城県経済商工観光部新産業振興課スタートアップ支援班 

住所：〒980-8570 仙台市青葉区本町 3 丁目 8－1（県庁 14 階北側） 

電話：022－211－2779 

メール：shinsansu@pref.miyagi.lg.jp 

  

mailto:shinsansu@pref.miyagi.lg.jp
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（別紙）審査項目 

評価項目 評価基準 配点 

業務遂行能力・ 

実施体制 

・過去３年以内に類似する事業を行った実績が豊富で、その事

業成果が高い効果を上げていると認められるか。 

・進行管理や緊急時対応、情報管理、１プロジェクト 50 万円の

経費支援に関する体制・方針が適切に構築されており、業務内

容に対して整合性がとれた見積金額となっているか。 

10 

企画提案内容全般 ・予め指定した内容が含まれ事業の趣旨に沿った提案であり、

期間内に、募集から伴走支援、成果発表までが無理なく効果的

に実施できる設計がなされているか。 

・宮城県内のものづくり企業の現状や課題、地域の特性を的確

に把握し、独自の視点や付加価値のある提案がなされているか。 

15 

各イベント・

募集・選定 

イベント ・ターゲットとなる県内企業に対して効果的にアプローチする

ための具体的な広報・集客手法が提案されているか。 

・オープンイノベーションの推進が図られ、参加者の行動変容

を促すような魅力的なプログラム構成（登壇者・テーマ設定等）

となっており、取組を広く県内外へ発信する仕掛けがあるか。 

20 

募集・ 

選定 

ターゲットとなる県内企業へアクセス可能なネットワークを有

しているか。 

5 

県内企業への訪問やヒアリングを通じ、企業の潜在的な課題や

ニーズを引き出すとともに、スタートアップが提案可能な技術

テーマに落とし込む具体的な手法が示されているか。 

10 

県内企業の課題に対し、最適な技術・サービスを持つ全国の有

力なスタートアップをマッチングさせるための優れたネットワ

ークを有しているか。 

10 

県内企業とスタートアップを効果的にマッチングさせる具体的

な手法が示されているか。 

15 

伴走支援 専任担当者によるブラッシュアップや進捗管理の方法が、具体

的かつ明確に示されているか。 

15 

 


